
「令和 2 年国勢調査」ご回答お願いします「令和 2 年国勢調査」ご回答お願いします
上記日程で国勢調査が行われます。
今回の調査は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため調査書類の配布や受け取りを
できる限り非接触の方法で行います。

町民の皆さまのご理解とご協力をお願いし
ます。

※調査の詳細は 2・3 ページをご覧ください

令和 2 年国勢調査を実施します……

市民活動を支援します！ 市民活動支援補助金…

秋の交通事故防止……………………

町動物愛護協議会からのお知らせ…

9 月は健康増進普及月間です………
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人と自然が織りなす人と自然が織りなす，，輝くまち輝くまち

「センサスくん「センサスくん（写真左）（写真左）」と『あみっぺ」と『あみっぺ（写真右）（写真右）』』

令和 2 年令和 2 年
8 月21 日発行8 月21 日発行
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9 月中旬～9 月中旬～

調査書類配布調査書類配布

　　9 月 14 日9 月 14 日 ( 月 )( 月 ) ～～
　　　10 月 7　　　10 月 7 日日（水）（水）

インターネットでの回答期間インターネットでの回答期間

10 月 110 月 1 日日（木（木））～～
　　　10 月 7　　　10 月 7 日日（水）（水）

紙の調査票での回答期間紙の調査票での回答期間

調査スケジュール調査スケジュール

5 年に 1 度の大規模調査！5 年に 1 度の大規模調査！

令和 2 年国勢調査令和 2 年国勢調査
を実施しますを実施します

主な内容
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国勢調査

■『国勢調査のお願い』の配布 (9 月中旬～ )
▼調査員がインターフォン越しに世帯主の氏名、男女別の世帯

員の人数、回答方法を確認します
　※インターフォンがない場合は一定の距離を保ちます

▼調査票などが封入された『国勢調査のお願い』（青い封筒）を
郵便受けに入れます

■回答方法・期間
　

　

回答はできる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です）

国勢調査とは 5 年に 1 度実施される、国の最も重要な統計調査です。
令和 2 年 10 月 1 日現在、日本に住んでいるすべての人が対象となります。
調査結果は町の常住人口や社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのため

に役立てられます。

新型コロナウイルス感染防止対策について新型コロナウイルス感染防止対策について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため調査書類の配布や受け取りをできる限り非接触の方法で
行います。町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

●調査員は訪問前に検温し、マスク着用で訪問します●調査員は訪問前に検温し、マスク着用で訪問します
●調査についての説明や世帯主の確認などは、インターフォン越し、もしくは●調査についての説明や世帯主の確認などは、インターフォン越し、もしくは

一定の距離を保って行います一定の距離を保って行います
●調査員との接触を避けるため、できる限りインターネットもしくは郵送での●調査員との接触を避けるため、できる限りインターネットもしくは郵送での

回答にご協力ください回答にご協力ください
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国勢調査とは？国勢調査とは？

調査の流れ調査の流れ

9⁄14月 ～
10⁄7水

24 時間いつでもスマートフォンやタブレット、
パソコンから回答できます。
平成 27 年国勢調査では全国で約 20,000 世帯
がインターネットで回答しました。

インターネットでの回答期間

10⁄1木～
10⁄7水

『国勢調査のお願い』に同封されている返信用封筒
で郵送、もしくは調査員に直接提出してください。
インターネットで回答した人は、紙の調査票の
提出は不要です。

調査票での回答期間

令和２年国勢調査を実施します
▲総務省統計局イメージキャラクター▲総務省統計局イメージキャラクター
　『センサスくん（左）』と「みらいちゃん（右）」　『センサスくん（左）』と「みらいちゃん（右）」



国勢調査

15　人と自然が織りなす，輝くまち問い合わせ　総務課☎ 888 ー 1111（721）3

国勢調査をよそおった詐欺にご注意ください！
●調査員は身分を証明する「国勢調査員証」を携帯して

います
●国勢調査では金銭を要求することはありません。ま

た、銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号
などをお聞きすることもありません

●国勢調査を装った不審な訪問者や電話などにご注意く
ださい。不審に思った際には、回答はせずに、速やか
に町総務課（右のお問い合わせ先）にお知らせください

15　人と自然が織りなす，輝くまち問い合わせ　総務課☎ 888 ー 1111（721）3

回答は便利なインターネットで！
（スマートフォン・タブレット・パソコンで回答できます）

国勢調査のよくある質問　国勢調査のよくある質問　

ご自宅にインターネット環境がない人でも
ご利用いただける回答ブースを設置します。
お気軽にご利用ください。
▼設置期間：9 月 14 日～ 10 月 7 日（平日のみ）
▼受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
▼設置場所：町役場 3 階 306 会議室
※※ご利用の際は、調査員かご利用の際は、調査員か

ら配布されら配布されるる『インター『インター
ネット回答利用ガイド』ネット回答利用ガイド』
を持参してくださいを持参してください

Q 国勢調査は必ず回答しなければならないの 
ですか？

Ａ国勢調査は各種行政施策や数多くの企業・団体で幅
広く活用される国で最も重要な調査です。正確な回
答をいただけない場合、統計が不正確となってしま
い、国勢調査の結果を利用しているさまざまな施策
や計画が誤った方向に向かってしまう恐れがありま
す。このため、法律で回答の義務が定められていま
す。調査へのご協力をお願いします。

Q 住民票の登録データがあるのに国勢調査を 
行うのはなぜですか？

Ａ一人暮らしの学生や単身赴任をしている社会人な
ど、住民票の登録と住んでいる場所が一致してい
ない人がいらっしゃることから、普段住んでいる
場所で調査する国勢調査が必要です。また、国勢
調査では仕事の状況など住民票では把握できない
データを得ることができます。

国勢調査をよそおった詐欺にご注意ください！
〇調査票の書き方やインターネットでの回答方法について
　国勢調査コールセンター（ナビダイヤル）
　☎ 0570 ー 07 ー 2020
　※国勢調査実施期間 (9 月 14 日～ 10 月 31 日) の
　　受付時間
　　▼午前 8 時～午後 9 時
　　　※土・日・祝日もご利用できます

〇調査票の不足などについて
　町役場総務部総務課統計係☎ 888 ー 1111（内 721）
　※国勢調査実施期間 (9 月 14 日～ 10 月 31 日) の
　　受付時間
　　▼平日：午前 8 時 30 分～午後 7 時
　　▼土・日・祝日：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

インターネット回答ブースをインターネット回答ブースを
　　　　　　　設置します！　　　　　　　設置します！

お問い合わせ先お問い合わせ先

1
アクセスする
ご自宅に調査書類が届いたら、
回答サイトにアクセスします。

3
回答する
画面案内に従って、国勢調査に回答します。
最後に、修正をするときに必要になるパス 
ワードを設定し、送信します。

？？？？

2
ログインする
調査書類のなかの『インターネ
ット回答利用ガイド』に記載さ
れている「ログイン ID」「アクセ
スキー」でログインします。
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人がつながるまちづくり

町民活動課　☎888ー1111（272）

市民活動を支援します！
～市民活動支援補助金～

町では、地域の活性化や地域課題の解決を図るために町民の皆さん
が自発的に取り組む公益的な社会貢献活動を「市民活動支援補助金」に
よって支援しています。

今年度は、以下の 6 事業が補助事業として認められました。認められ
た事業は、順次活動を開始しています。1 年間の活動が終了したのち「事
業成果報告会」を開催し、補助事業の成果を発表していただく予定です。

補助金の審査では、申請団体がプレゼンテーションを行います ▶

町民活動センターマスコット町民活動センターマスコット
あみエールあみエール

町民活動センター町民活動センターでは市民活動団体の活動支援、情報提供・交流・相談等を行っていますでは市民活動団体の活動支援、情報提供・交流・相談等を行っています

▼所在：阿見町阿見 2958 マイアミ・ショッピングセンター 3 階　▼電話・FAX：888-2051

▼開所時間：午前 10 時～午後 9 時　※毎週月曜日および年末年始は休館

▼ホームページ：https://ami-cac.org/　　※右記の二次元コードからアクセスできます→

事業名事業名 団体名団体名 事業概要事業概要

「よさこいソーラン」によ「よさこいソーラン」によ
る地域活性化事業る地域活性化事業

天天
てんしょうにょにん

翔 如 人翔 如 人
よさこいソーランの阿見町オリジナル曲をよさこいソーランの阿見町オリジナル曲を
制作したり、様々な場での発表を通じ、地域制作したり、様々な場での発表を通じ、地域
活性化や町の PR を行う活性化や町の PR を行う

障害障害児・児・者等に対する音楽者等に対する音楽
療法療法

音楽療法ドレミの会音楽療法ドレミの会 障害障害児・児・者等に対し、音楽療法を通じて心と者等に対し、音楽療法を通じて心と
身体の健康増進と交流の場をつくる身体の健康増進と交流の場をつくる

掛馬地区　伝統芸能事業掛馬地区　伝統芸能事業 阿見町掛馬芸能保存会阿見町掛馬芸能保存会
幅広い年齢層で行う掛馬地区の伝統芸能を幅広い年齢層で行う掛馬地区の伝統芸能を
町内の様々な場で披露することで、世代間交町内の様々な場で披露することで、世代間交
流と地域活性化を行う流と地域活性化を行う

阿見町で地域の交流を育む阿見町で地域の交流を育む
カフェをつくるカフェをつくる

NPO 法人ハチドリNPO 法人ハチドリ

障害者就労継続支援 B 型事業所の利用者に障害者就労継続支援 B 型事業所の利用者に
よりカフェを運営することで、障害者と地域よりカフェを運営することで、障害者と地域
住民との交流を生み、コミュニティづくりを住民との交流を生み、コミュニティづくりを
行う行う

阿見町事業主等に対する手阿見町事業主等に対する手
作りマスクの配布事業作りマスクの配布事業

認定 NPO 法人認定 NPO 法人
青少年の自立を支える会シオン青少年の自立を支える会シオン

コロナウイルスに関連した自粛のための休コロナウイルスに関連した自粛のための休
業等で不安を抱える飲食店業等で不安を抱える飲食店のの事業主等に対事業主等に対
し、他団体と協力した手作りマスクの配布とし、他団体と協力した手作りマスクの配布と
弁当注文により支援を行う弁当注文により支援を行う

障害障害児・児・者等の通所施設者等の通所施設 NPO 法人いろどりNPO 法人いろどり
障害障害児・児・者等の通所施設において、製品作成者等の通所施設において、製品作成
から販売までできる環境を整えから販売までできる環境を整え、、" 手しごと "" 手しごと "
を行う場を提供する事業を行うを行う場を提供する事業を行う

令和 2 年度『市民活動支援補助金』補助決定事業令和 2 年度『市民活動支援補助金』補助決定事業

※本補助金に関する詳細は、町ホームページ（http://www.town.ami.lg.jp/0000005849.html）をご覧くだ
さい
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生活環境課☎888ー1111（253）

秋の交通事故防止

9 月は、交通事故防止の強化月間であり、「秋の全国交通安全運動期間」、「高齢者の交通事故防止に向けた県
内一斉強調日」、「交通事故死ゼロを目指す日」が定められています。交通事故防止は交通ルールの遵守・正しい
交通マナーの徹底からです。皆さん一人ひとりが交通安全を徹底し、安全安心なまちづくりを実現しましょう。

9 月は交通事故防止、特に高齢者の交通事故防止を強く推進する月間となっています！

9月 21日　高齢者の交通事故防止にむけた県内一斉強調日9月 21日　高齢者の交通事故防止にむけた県内一斉強調日

9月 21日～ 30日　9月 21日～ 30日　秋の全国交通安全運動期間秋の全国交通安全運動期間

9月30日　9月 30日　交通事故死ゼロを目指す日交通事故死ゼロを目指す日

安全・安心のまちづくり

●子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
●全ての座席シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶

▼飲酒運転は重大事故に直結する重大な犯罪であり、地域・家庭・職場等で「飲酒運転は絶対に許さない」 
環境づくりに努めましょう

▼「二日酔い」も飲酒運転となるので、翌日運転の予定のあるときは、飲酒量・飲酒時間に気を付けましょう

秋の運動重点秋の運動重点

町では、交通事故のない町を目指し、交通事故防止と町民生活の安全を確保するため、警察署、安全協会、交通
安全母の会など関係機関と協力し、町交通安全教化員を派遣し、交通安全教室を推進しています。

また、交通安全教室に限らず、地域の防犯活動にも積極的に協力していきます。ぜひとも交
通安全教室をご利用・ご活用いただき、地域の安全・安心なまちづくりを推進していきましょう。

■主な交通安全教室対象者等
▼保育所▼幼稚園▼子供会▼小学校▼中学校▼高等学校▼行政区▼シルバークラブ等

■主な交通安全教室の内容
❶模擬信号を使った交差点等での実技指導❷交通安全関連 DVD 視聴❸その他交通安全に関する講話等
※交通安全教室の具体的な内容については、役場生活環境課へお問い合わせください

交通安全教室の推進交通安全教室の推進

「茨城県交通安全条例」が改正され、自転車を利用する場合は、自転車保険への加入に努めなければならな
いこととなっています。自転車利用者が加害者となる重大事故で、高額な賠償金を請求されるケースが増えて
います。被害者・加害者への救済措置となる自転車保険に加入しましよう。

自転車損害賠償責任保険への加入の促進自転車損害賠償責任保険への加入の促進



広報あみ 9 月号通常版　2020.8.21　6

ペットは大事な家族の一人です

生活環境課☎888ー1111（252）

県では、霞ヶ浦の水質汚濁の進行を防ぐために制定された 
「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」（現在は「茨城県
霞ヶ浦水質保全条例」）の施行（昭和 57 年 9 月）1 周年を記念 
するとともに、県民の水質浄化意識を高めるため、条例の施行
日である 9 月 1 日を「霞ヶ浦の日」と定めました。

霞ヶ浦の汚れの原因のひとつは、炊事・洗濯・入浴など家庭 
からの生活排水です。水質を保全するためにも、日々の生活 
排水対策に取り組んでいただけるようお願いします。 ▲湖水浴客で賑わう掛馬水泳場（昭和 40 年代）

❶台所では、目の細かいストレーナー・三角コーナー・水
切りネットの設置等で細かいごみを取り除きましょう

❷天ぷらなどの廃油は、リサイクルの一環として回収
を推進し、困難な場合には使い切るか固めたりして
ごみとして出しましょう

❸食器は、適量の洗剤で洗い、アクリルたわしを利用
しましょう

❹台所の調理くずは、コンポストなどで堆肥にしましょう

❺お風呂の残り湯は、有効に使いましょう
❻水路や側溝などを定期的に清掃しましょう
❼川・湖・側溝にごみを捨てないようにしましょう
❽庭木・草花・菜園などへの肥料や農薬は使い過ぎない

ようにしましょう
❾下水道への接続や高度処理型浄化槽を設置しましょう
�浄化槽は、定期的に点検・清掃・検査をしましょう

私たちにできる霞ヶ浦浄化対策 10 ヶ条（概略）

9 月 1 日は「霞ヶ浦の日」です

町動物愛護協議会からのお知らせ
町動物愛護協議会（事務局：生活環境課）は、人と動物の共生できるまちづくりを目指し、動物愛護の啓発 

活動や町で保護された犬や猫の譲渡会などの活動に取り組んでいる団体です。

町動物愛護協議会から皆さまへのお願い

■飼い主のいない猫に餌やりをしている人へ
町では、飼い主のいない猫の餌やりについてご近所トラブルなどの問題が 

増えており大きな課題となっています。餌を与えるだけの無責任な行為は、 
結果的に猫の数を増やし、ふん尿による被害や家財を損壊するなど、近隣に 
対して迷惑となります。

地域内で飼い主のいない猫の繁殖を防ぐためにも猫を飼うときは屋内で飼養
するとともに、不妊去勢手術をするなど、責任ある飼い方に努めましょう。

犬と猫については、町の不妊去勢手術費用補助金制度があります。詳しくは、
生活環境課（役場２階）にお問い合わせください。

■預かりボランティア募集中
協議会では、迷い犬や幼猫を一時保護することがあります。その犬や幼猫を預かっていただけるボランティアを 

募集しています。犬猫が好きで、ご自宅で一時的に預かることができる人は、町動物愛護協議会事務局（生活環境課内）
までご連絡下さい。

■募金活動・物品寄付受付のお知らせ
協議会では、迷い犬や幼猫などの小さな命を救うために募金活動を行っています。集められたお金は、犬や猫の餌、

トイレなどの経費や医療費などに充てられます。募金箱は生活環境課（役場２階）窓口に設置してありますので、皆さま
の温かいご協力をお願いします。
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人を育むまちづくり

みなさん、こんにちは。
外に出れば、まだまだ汗ばむ季節ではありますが、朝夕の空
の色や肌を触れる心地良い風に、秋の気配を感じます。
今月は「親子で楽しむからだ遊び」をご紹介します。
当コーナーは、町保育所・町児童館からお届けします。

各保育所・保育園についての問い合わせ：子ども家庭課☎888 ー 1111（119）

言葉に合わせて、おうちの人とお子さんが磁石のように 
くっついて遊びます。まず、二人で向かい合って「おててと
おててが　くっついた　パチンッ！」のかけ声に合わせて手
と手を合わせます。次に「おしりとおしりがくっついた　 
ペタッ！」と言います。ペタッ！の部分でおしりとおしりを
ぴったりとつけます。そのほか、ほっぺたとほっぺた、お腹
とお腹など、体のいろいろな場所をくっつけて遊びましょう。

最初はおうちの人とのふれあいを楽しみ、遊び方がわかっ
てきたら、お腹と床、おしりと椅子、などの身の回りの物と
体をくっつけてみてもいいですね。おうちの人もお子さんと
一緒に動きを楽しんでみましょう。

『まほうのじしゃく』

「あっちむいてほい」を全身で表現する遊びです。最初に、
おうちの人とお子さんが向かい合ってじゃんけんをします。
次に、勝ったほうが「あっちむいて、ほい！」のかけ声で、
手を大きく使って上下左右のどちらかに指をさします。 
負けたほうは、指をさされた方向と同じにならないように、
上（ジャンプ）、下（しゃがむ）、左（体を左に向ける）、右（右
に体を向ける）のどれかのポーズをとります。もし同じに
なってしまったら、もう一度最初からやってみましょう。
初めはゆっくりと行い、慣れてきたらスピードアップして
遊んでみても楽しいですね。

『カラダあっちむいてほい』

「おおきなかぶ」のおはなしのように、お子さんはかぶ、
おうちの人はおばあさんなどの登場人物になったつもりで
遊びます。最初は、仰向けになったお子さんの足元におう
ちの人が座り、「大きなかぶがありました」と話しながら 
優しく体をさすります。

次に「うんとこしょ、どっこいしょ」の言葉に合わせて
お子さんの両足首を持ち、優しく伸ばしたり曲げたりしま
す。そして最後は「やっとかぶが抜けました！いただきま
す」と言って食べる真似をしながら体をくすぐってみま 
しょう。くすぐる時には「もぐもぐ」などの言葉をかけて
あげるといいですね。

『おおきなかぶ　ふれあいあそび』



みんなで支え合うまちづくり

9 月は『茨城県認知症を知る月間』です

高齢福祉課☎888ー1111（743）

地域で支える『認知症』

認知症とは？

県では、県民誰もが認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族が安心して暮らすことができる
地域づくりを目指すため、毎年 9 月を「茨城県認知症を知る月間」として定めています。この機会に、認知症
についての理解を深めてみてはいかがでしょうか。

認知症は、さまざまな原因で脳の働きが悪くなり、記憶力や判断力などが低下し、日常生活にまで支障が 
出る状態で、通常の老化による衰えとは異なります。

■認知症の種類
認知症は、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症などのさまざまな原因により発症し、複数の原因が 

合併して起こる場合もあります。また、65 歳未満で発症する「若年性認知症」もあります。

■軽度認知障害（MCI）
軽度認知障害は「認知症の一歩手前」と言われる状態で、認知症ほどではないけれど、正常な「もの忘れ」よ

りも記憶などの能力が低下している状態です。この段階で適切に対処すれば、認知症の進行を遅らせるなどの
効果が期待されています。

■認知症の症状
もの忘れ以外にもさまざまな症状があります。脳の細胞が壊れることによって直接起こる「中核症状」の 

ほかに、本人の性格・環境・人間関係などの要因により精神状態や行動に支障が起きる「行動・心理症状」があり
ます。行動・心理症状には個人差があり、周囲の人の接し方によって改善することもあります。

■認知症の人への対応
認知症の人は何もわからないのではなく、変化していく自分自身に不安な思いを抱いています。周囲の人は、 

次のような心構えが必要です。
●認知症の人への対応の心得・3 つの「ない」
❶驚かせない
❷急がせない
❸自尊心を傷つけない

認知症が疑われるサイン認知症が疑われるサイン
■■　直前にしたことや話したことを忘れてしまうようになった
■■　同じことを何度も言ったり、聞いたりするようになった
■■　置き忘れやしまい忘れが目立つようになった
■■　蛇口の閉め忘れやガスの消し忘れが目立つようになった
■■　以前はあった興味や関心がなくなった
■■　時間や場所の感覚が不確かになったり、慣れた道で迷ったりするようになった
■■　知っているはずの人や物の名前が出てこなくなった
■■　身だしなみに気を使わなくなった
■■　以前に比べ、ささいなことで怒りっぽくなった
■■　財布やお金や物などを「盗まれた」と言うようになった
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みんなで支え合うまちづくり

認知症をもっと知るために

下記のホームページにも認知症に関する情報が掲載されています。
▼県：認知症を知るページ

(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/choju/ninchi/index.html)

認知症についての連絡・相談先

町地域包括支援センターには、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援を行う「認知症初期集中支援 
チーム」があります。

■認知症初期集中支援チーム（専門家チームがお手伝いします）
認知症の専門知識を持つ職員で構成され、認知症または、その疑いがある人及び家族を訪問し、困りごとを

うかがい、一緒に解決策を考える活動をしています。

「気になる症状がある」「生活上の困りごとがある」「認知症についてもっと知りたい」など、認知症について
気になることがあれば、下記、町地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。

■認知症サポーター養成講座
認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者となる「認知症サポーター」の

養成講座を行っています。講座は、地域や職場・学校などに講師が出向いて開くことができます。詳しくは、
下記、町地域包括支援センターまでご連絡ください。

▼連絡・相談先：町地域包括支援センター☎ 887 ー 8124
（平日：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分　※祝日を除く）

認知症ケアパス『認知症あんしんガイド』

認知症のことを知っていただき、認知症への不安を少しでも軽減できるよう、認知症の進行状況によ
り変化していく状態に応じてどのような医療や介護などの支援を受けられるかまとめたものが『認知症
あんしんガイド』です。

認知症の症状は、個人によっても異なりますが、今後、予想される症状や状態の変化の目安などを知り、
対応していくことは、とても大切です。

多くの人が認知症について理解し、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らすことができる
ようご活用ください。
『認知症あんしんガイド』は、町高齢福祉課や町地域包括支援センターにて配布しております。
認知症は、早期に気づき、治療に繋げることが大切です。困りごとや悩みごとは、ご本人やご家族だ

けで抱え込まず、町地域包括支援センター（下記連絡先）などにご相談ください。

▼町：認知症ケアパス『認知症あんしんガイド』掲載ページ
(http://www.town.ami.lg.jp/0000006181.html)

15　人と自然が織りなす，輝くまち問い合わせ　▼高齢福祉課☎ 888 ー 1111（743）9

徘徊高齢者家族支援サービス事業

徘徊の見られる在宅の高齢者を介護している家族に、GPS 発信機の貸与や QR コードシートの配布を行い、徘徊・
そのほかの緊急時に迅速に対応できるよう支援するものです。

GPS 発信機を紛失・破損した場合の費用や QR コードシートの追加購入費用は個人負担となります。

▼問合せ先：町高齢福祉課高齢福祉係☎ 888 ー 1111
（平日：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分　※祝日を除く）
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国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

医療医療
福祉福祉

妊産婦の

医療福祉費（マル福）制度

な
り
ま
す
（
源
泉
徴
収
票
は
不

可
）。
ま
た
、
母
子
健
康
手
帳
の

交
付
日
に
よ
っ
て
必
要
な
年
度

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
担
当
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
医
療
機
関
等
へ
の
か
か

り
方

▼
県
内
の
産
婦
人
科
の
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
：
健
康
保

険
証
と
受
給
者
証
を
提
示
し
、

マ
ル
福
の
自
己
負
担
金
を
支
払

っ
て
く
だ
さ
い

妊
娠
の
継
続
と
安
全
な
出
産
の

た
め
、
産
婦
人
科
以
外
の
診
療

科
等
で
の
検
査
・
診
断
・
治
療
を

要
す
る
場
合
は
、
産
婦
人
科
医

療
機
関
か
ら
の
紹
介
が
あ
れ
ば

受
給
者
証
を
使
用
で
き
ま
す

●
マ
ル
福
の
自
己
負
担
金
：
医
療
機

関
ご
と
に
▼
外
来
1
日
6
0
0

円
、
月
2
日
1
2
0
0
円
ま
で

▼
入
院
1
日
3
0
0
円
、
月

3
0
0
0
円
ま
で
▼
保
険
薬
局

で
の
調
剤
は
自
己
負
担
な
し

▼
県
内
の
産
婦
人
科
以
外
の
医
療

機
関
等
お
よ
び
県
外
の
医
療
機

関
等
を
受
診
す
る
場
合
：
受
給

者
証
は
、
県
内
の
産
婦
人
科
以

外
の
医
療
機
関
等
お
よ
び
県
外

の
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
場

合
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
一
部
負
担
金
（
3
割
）

妊
産
婦
マ
ル
福
制
度
と
は
、

町
に
住
所
が
あ
り
、
各
種

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
妊
産

婦
の
人
で
、
所
得
が
基
準
額
未
満

（
下
表
参
照
）
の
人
に
対
し
、
保

険
診
療
と
な
る
医
療
費
（
※
）
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。
な
お
、
妊

婦
健
診
な
ど
の
保
険
診
療
以
外
の

も
の
や
入
院
時
の
食
事
代
（
標
準

負
担
額
）
は
、
マ
ル
福
の
助
成
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
柔
道
整
復
師
な
ど
に
よ
る
各
種

健
康
保
険
の
適
用
と
な
る
施
術

も
含
み
ま
す

■
手
続
き
方
法

▼
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
等
）
▼
母
子
健
康
手
帳
▼
健

康
保
険
証
（
健
康
保
険
の
資
格

の
わ
か
る
証
明
書
で
も
可
）▼

印
鑑
▼
妊
産
婦
本
人
名
義
の
金

融
機
関
の
口
座
番
号
の
わ
か
る

も
の
（
預
金
通
帳
な
ど
）▼
転

入
し
た
人
は
、
本
人
お
よ
び
配

偶
者
等
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
税
課

税
証
明
書
等
（
※
）
ー
を
持
参

し
、
国
保
年
金
課
窓
口
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
該
当
と
な
る

場
合
に
は
受
給
者
証
を
交
付
し

ま
す

※
住
民
税
課
税
証
明
書
等
は
『
総

所
得
・
扶
養
人
数
・
所
得
控
除
』

の
記
載
さ
れ
た
も
の
が
必
要
と

を
支
払
っ
た
後
、
▼
受
給
者
証

▼
健
康
保
険
証
（
健
康
保
険
の

資
格
の
わ
か
る
証
明
書
で
も

可
）▼
領
収
書
（
原
本
に
受
診
者

の
氏
名
・
診
療
点
数
の
記
載
の

あ
る
も
の
。
コ
ピ
ー
不
可
）▼

診
療
明
細
書
ま
た
は
調
剤
明
細

書
▼
印
鑑
▼
必
要
に
応
じ
て
健

康
保
険
組
合
等
か
ら
の
療
養
費

給
付
証
明
書
ま
た
は
療
養
費
支

給
決
定
通
知
書
等
ー
を
持
参

し
、
国
保
年
金
課
窓
口
で
医
療

福
祉
費
の
支
給
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
後
日
、
お
支
払
い

い
た
だ
い
た
一
部
負
担
金
か
ら

マ
ル
福
の
自
己
負
担
金
を
除
い

た
額
を
口
座
に
振
り
込
み
ま
す

■
利
用
で
き
る
期
間

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
月
の
初
日

か
ら
出
産
月
の
翌
月
末
日
ま
で

▼
申
請
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
は

申
請
し
た
月
の
初
日
か
ら
マ
ル

福
に
該
当
と
な
り
ま
す
：
そ
の

た
め
、
母
子
健
康
手
帳
を
交
付

さ
れ
た
と
き
は
、
お
早
め
に
マ

ル
福
の
申
請
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い

▼妊産婦マル福の所得基準額

みんなでささえ愛…こくほ

扶養親族数
本人および配偶者
の所得（それぞれの
所得は合算しません）

扶養義務者
（左記以外の人）

0 人 622 万円

1,000 万円

1 人 660 万円

2 人 698 万円

3 人以上
※扶養親族 1 人ごと

に 38 万円加算

所得から控除
されるもの

８万円定額控除（社会
保険料相当額）・医療
費控除など

青色白色専従者控除・
譲渡所得特別控除
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さ
れ
る
額
か
ら
一
定
率
で
生

涯
減
額
支
給
）。
ま
た
、
66
歳

〜
70
歳
の
間
に
期
間
を
繰
下

げ
て
請
求
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
（
65
歳
で
請
求
し
た
時
に

支
給
さ
れ
る
額
か
ら
一
定
率

で
生
涯
増
額
支
給
）

※
裁
定
請
求
す
る
際
の
添
付
書
類

は
請
求
者
ご
と
に
異
な
り
ま
す

の
で
事
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
所

得
額
が
一
定
基
準
以
下
の
年
金

受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た

め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
る
も
の
で
、
令
和
元
年

10
月
1
日
に
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
受
け
取
り
に
は
請
求
書
の

提
出
が
必
要
で
す

年金を受ける時はお忘れなく

老齢基礎年金の裁定請求手続き

国保年金課国民年金係☎888ー1111（136・137）

みんなでささえ愛…ねんきん

●
対
象
と
な
る
人
（
そ
れ
ぞ
れ
の

年
金
受
給
者
の
う
ち
左
記
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
人
）

▼
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
の
場
合

❶
65
歳
以
上
で
あ
る

❷
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非

課
税

❸
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額

が
約
88
万
円
以
下

▼
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
受
給
者
の
場
合

❶
前
年
の
所
得
額
が
約
4
6
2
万

円
以
下

■
該
当
の
人
は
申
請
手
続
き
を

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て

年
金
事
務
所
ま
た
は
役
場
年
金

窓
口
で
請
求
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
い
ま
ま
で
に
受
給
し

て
い
な
か
っ
た
人
で
も
世
帯
構

成
の
変
更
（
世
帯
分
離
、
ご
家

族
の
転
出
等
）
に
よ
っ
て
新
た

に
条
件
を
満
た
し
た
人
も
請
求

手
続
き
が
で
き
ま
す

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

制
度
に
つ
い
て

●年金ごとの請求書提出先
加入年金制度 請求書提出先

国民年金
第 1 号被保険者期間のみ 国保年金課
第 3 号被保険者期間がある 土浦年金事務所

厚生年金のみ 土浦年金事務所
共済年金のみ 加入していた共済組合

国民年金基金・厚生年金基金
それぞれ
加入していた基金

● 2つ以上の制度に加入していた場合の請求書提出先
加入年金制度 請求書提出先

国民年金と
厚生年金

最終が国民年金 土浦年金事務所
最終が厚生年金

国民年金と共済組合

土浦年金事務所
および加入していた
共済組合

厚生年金と
共済組合

最終が厚生年金
最終が共済組合

国民年金と
厚生年金と
共済組合

最終が厚生年金
最終が国民年金または
共済組合

年金は、受けられる資格（10 年以上の資格期間）があっても自動的に支払われるものではなく、自分年金は、受けられる資格（10 年以上の資格期間）があっても自動的に支払われるものではなく、自分
で年金を受けるための手続き（裁定請求）をしなければなりません。この手続きは、加入していた年金で年金を受けるための手続き（裁定請求）をしなければなりません。この手続きは、加入していた年金
の種類によって請求書のの種類によって請求書の提出先が異なりますので、ご注意ください（下表参照）。提出先が異なりますので、ご注意ください（下表参照）。

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
の
裁

定
手
続
き
は
、
65
歳
の
誕
生
日
前
に

年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
年
金
請

求
書
（
既
に
厚
生
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人
は
裁
定
請
求
書
）
を
返
送
す

る
事
で
請
求
手
続
き
と
な
り
ま
す

●
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
（
退

職
共
済
）
年
金
受
給
者
は
、
65
歳

に
な
る
誕
生
月
（
1
月
生
ま
れ
の

厚
生
年
金
受
給
者
は

手
続
き
方
法
等
に
つ
い
て
、

詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

▼
町
国
保
年
金
課
☎
8
8
8
―

1
1
1
1（
1
3
6

・1
3
7
）

▼
土
浦
年
金
事
務
所
お
客
様
相

談
室
☎
8
2
5
―

1
1
7
0

『
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
』に
つ
い
て
、
詳
細
は
左
記

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
給
付
金
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
―

0
5
―

1
1
6
5

▼
土
浦
年
金
事
務
所
お
客
様

相
談
室

☎
8
2
5
―

1
1
7
0

人
は
前
月
）
に
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
『
裁
定
請
求
書
』（
は
が
き
）

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
は

が
き
を
返
送
す
る
こ
と
で
老
齢
基

礎
年
金
の
請
求
と
な
り
ま
す

●
老
齢
基
礎
年
金
は
、
60
〜
64

歳
の
間
に
期
間
を
繰
上
げ
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す 

（
65
歳
で
請
求
し
た
時
に
支
給

繰
上
げ
請
求
・
繰
下
げ
請
求
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自分の健康は自分で守る

特定保健指導で

あなたの生活習慣改善を
応援します！！

特定健診はメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健診です。健診の結果から、生活
習慣改善の必要度に応じて『特定保健指導』を受け、早期に生活習慣病予防に取り組みましょう。
町国民健康保険加入者で今年度人間ドックや医療機関、集団健診等で特定健診を受け、特定保健指導の対象
となった人には、後日ご案内が郵送されます。（集団健診を受けた場合は、健診当日に面談や講座のご案内を
させていただいています。）いつまでも若々しく健康的な生活を送るために、特定保健指導を受けましょう！

特定健診・特定保健指導の流れ

健康づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセンター』内）☎888ー2940

■メタボリックシンドロームとは？
内臓まわりに脂肪が過剰に蓄積されて、からだに対していろいろな悪影響を及ぼし、

生活習慣病にかかりやすくなった状態をいいます。そのままにしていると、動脈硬化を
進行させ、心臓病や脳血管疾患などの命にかかわる病気を引き起こす危険を高めます。

■特定保健指導はメタボ解消のチャンスです！
メタボリックシンドロームを解消するには、食事や運動などの生活習慣を改善し、

内臓脂肪を減らしていくことが大切です。
特定保健指導では、食事や運動に関して専門スタッフ（保健師や栄養士）が、あなた

と一緒に無理なく実践できる方法を考えてサポートします。

自分にあった
目標がみつかる

生活習慣改善の
コツがつかめる

太りにくい生活習慣を
無理なく続けられる

■特定保健指導を受けると…

腹囲が　▼男性：85cm 以上
　　　　▼女性：90cm 以上
または　▼BMI（肥満度）が 25 以上

3 つのうち、いずれか 1 つでも該当
▼高血糖　　血糖値が高め
▼高血圧　　血圧が高め
▼脂質異常　中性脂肪が高め、また

は HDL コレステロールが低め

＋

情
報
提
供　

※
対
象
：
特
定
健
診
受
診
者
全
員

リスク大

リスク中

リスク小

特定保健指導

▼積極的支援
メタボを解消するための支援を
一定期間、継続的に受けること
ができます。

▼動機づけ支援
生活習慣を振り返り、自分で
目標を設定するための支援を
受けることができます。

➡➡

➡➡ ➡➡

※ BMI とは肥満度を判定する指数です。BMI ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）で計算できます

特定保健指導で

あなたの生活習慣改善を
応援します！！

▼喫煙歴がある

＋

特定健診（40 ～ 74 歳） 生活習慣病 

などのリスク

➡➡

➡➡

➡➡

➡➡

➡➡
●対象者には、ご案内が送付

されます
※高血糖・高血圧・脂質異常で

服薬等の治療を受けている
人は対象外になります

特定健診と特定保健指導は、加入している医療保険者が実施することになっています。町国保以外にご加入
の人は、各医療保険者にお問い合わせください。



99月は健康増進普及月間月は健康増進普及月間
（循環器疾患予防月間）です（循環器疾患予防月間）です

健康づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセンター』内）☎888ー2940

自分の健康は自分で守る
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国では、糖尿病・がん・心疾患・脳卒中などの生活習慣病が増加して
いることから、9 月を「健康増進普及月間（循環器疾患予防月間）」と
定めています。

町では、死亡原因の第 1 位が悪性新生物（がん）、第 2 位が心疾患、 
第 3 位が老衰、第 4 位が脳卒中です。

生活習慣病が死亡原因の上位となっていることがわかります。
「健康あみ 5 つのあいことば」は、生活習慣病予防のために必要な

5 項目となっています。どなたでもすぐに意識できることなので、こ
の機会に、ご自身とご家族の生活習慣を見つめ直してみてはいかが
でしょうか。

生活習慣を見つめ直してみませんか？生活習慣を見つめ直してみませんか？

結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。日本でも、いまだに年間約 18,000 人も
の人が新たな結核患者となり、約 2,000 人の人が亡くなられている現状にあり、日本の重大な感染症
です。結核は、最初は風邪に似た症状で始まりますが、次にあてはまる場合は早めに受診しましょう。

▼タンがからむ咳が 2 週間以上続いている▼微熱・体のだるさが 2 週間以上続いている
高齢者の場合は上記の症状が出ないことがあります。年に一度は健診を受けましょう。

また、適度な運動・バランスの良い食事・十分な睡眠を心がけ、予防に努めましょう。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201509/3.html（政府広報オンライン）

9 月 24 日～ 30 日は『結核予防週間』です9 月 24 日～ 30 日は『結核予防週間』です

加熱式たばこも有害です加熱式たばこも有害です

たばこに含まれる有害物質を吸うことにより、発がん率の上昇や呼吸器疾患、生活習慣病の発症な
どのリスクが高まります。

また、煙の出ない加熱式たばこは、害がないと誤解し、子どものそばで吸ってしまう危険性があり
ます。加熱式たばこの主流煙には発がん物質を含みます。紙巻きたばこより加熱式たばこのカートリ
ッジは小さく誤飲事故が多発しています。子どもをたばこの害から守りましょう。

■受動喫煙による子どもへの影響

▼中耳炎▼気管支ぜんそく▼呼吸機能の低下▼小児がん▼言語能力の低下
▼落ち着きのなさ▼身体発育の低下
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快適で住みよいまちづくり

都市計画課計画係☎888ー1111（231）

屋外広告物の表示には
許可が必要です！
～まちの良好な景観のために～

■
屋
外
広
告
物
の
許
可
手
続

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
と
き

は
、
原
則
と
し
て
町
長
の
許
可
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
広
告
物
の
表

示
内
容
を
変
更
し
た
り
、
広
告
物

を
改
造
し
た
り
す
る
場
合
に
も
許

可
が
必
要
で
す
。

●
許
可
申
請
に
必
要
な
書
類

▼
許
可
申
請
書

▼
広
告
物
の
仕
様
書
・
設
計
図

▼
設
置
場
所
付
近
の
見
取
図
・
カ

ラ
ー
写
真

▼
管
理
者
の
資
格
証
明
書
等

▼
許
可
手
数
料

※
屋
外
広
告
物
を
表
示
し
よ
う
と

す
る
日
の
30
日
前
ま
で
に
許
可

申
請
が
必
要
で
す

●
そ
の
ほ
か
の
手
続

屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請
手
続
と

併
せ
て
、
他
法
令
に
基
づ
く
許
可
な

ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
他
人
の
土
地
・
物
件
等
に
表
示

す
る
場
合
：
所
有
者
や
管
理
者

な
ど
の
同
意

▼
工
作
物
の
高
さ
が
4
ｍ
を
超
え

る
場
合
：
工
作
物
の
確
認
（
建

築
基
準
法
）

▼
道
路
に
表
示
す
る
場
合
：
道
路

「
屋
外
広
告
物
」
と
は
、
常

時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し

て
屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
れ
る

看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙
、
は

り
札
、
広
告
板
な
ど
を
い
い
ま

す
。具

体
的
に
は
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

屋
外
広
告
物
と
は
？

占
用
の
許
可
（
道
路
法
）、
道

路
使
用
の
許
可（
道
路
交
通
法
）

▼
農
地
に
表
示
す
る
場
合
：
農
地

転
用
許
可
（
農
地
法
）
ー
な
ど

●
許
可
期
間

屋
外
広
告
物
は
、
種
類
に
よ

り
許
可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

▼
は
り
札
・
電
柱
巻
立
広
告
等
：

1
年
以
内

▼
広
告
板
、
広
告
塔
、
照
明
広
告
、

電
光
ニ
ュ
ー
ス
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル

ボ
ー
ド
、
近
隣
店
舗
等
案
内
広

告
等
：
3
年
以
内　

ー
な
ど

※
屋
外
広
告
物
の
適
正
な
表
示
の

確
保
や
広
告
物
に
よ
る
事
故
防

止
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
広
告
物

の
表
示
に
は
管
理
者
を
定
め
る

こ
と
が
必
要
で
す
（
管
理
者
に

な
れ
る
人
：
屋
外
広
告
業
の
登
録

を
受
け
た
人
・
屋
外
広
告
士
・
屋

外
広
告
物
講
習
会
修
了
者
な
ど
）

●
許
可
手
数
料

▼
広
告
板
：
1
枚
に
つ
き
3
平
方

メ
ー
ト
ル
ご
と
に
7
5
0
円

▼
照
明
広
告
：
1
基
に
つ
き
3
平

方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
8
0
0
円

▼
近
隣
店
舗
等
案
内
広
告
：
1
枚

に
つ
き
2
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と

に
8
0
0
円　

ー
な
ど

▼
屋
上
利
用
広
告

▼
広
告
幕

▼
野
立
広
告
（
広
告
板
・
広
告
塔
）

▼
壁
面
利
用
広
告

▼
広
告
旗

▼
ア
ド
バ
ル
ー
ン

▼
は
り
紙
・
は
り
札

▼
ア
ー
チ

▼
突
出
広
告

▼
車
体
利
用
広
告

▼
電
柱
利
用
広
告

屋
外
広
告
物
の
表
示
に

は
許
可
が
必
要
で
す
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景観形成

■
違
反
に
対
す
る
措
置
・
罰

則条例
ま
た
は
規
則
に
違
反
す
る

屋
外
広
告
物
（
違
反
広
告
物
）
を

表
示
す
る
と
、
勧
告
・
公
表
・
是
正

命
令
な
ど
の
措
置
を
受
け
ま
す
。

●
簡
易
除
却

違
反
広
告
物
の
う
ち
簡
易
な
も

の
（
は
り
紙
・
は
り
札
・
立
看
板
・

広
告
旗
）
は
、
町
が
直
接
除
却
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
罰
則

▼
登
録
を
受
け
ず
に
屋
外
広
告
業

を
営
ん
だ
と
き
な
ど
：
懲
役
刑

（
最
高
2
年
）
ま
た
は
罰
金
刑

（
最
高
1
0
0
万
円
）

▼
禁
止
地
域
や
禁
止
物
件
に
屋
外

広
告
物
を
表
示
し
た
と
き
、
違

反
に
対
す
る
措
置
命
令
に
従
わ

な
か
っ
た
と
き
な
ど
：
罰
金
刑

（
最
高
1
0
0
万
円
）

■
屋
外
広
告
物
の
更
新
手
続

屋
外
広
告
物
は
、
種
類
ご
と
に

許
可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
許
可
期
間
の
満
了
後
も
引
き

続
き
表
示
す
る
た
め
に
は
、
許
可

期
限
の
2
週
間
前
ま
で
に
更
新
手

続
き
が
必
要
で
す
。

●
更
新
許
可
申
請
に
必
要
な
書
類

▼
更
新
許
可
申
請
書

▼
広
告
物
自
己
点
検
書

▼
広
告
物
等
の
カ
ラ
ー
写
真
（
3

か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
）

▼
許
可
手
数
料

■
屋
外
広
告
物
に
対
す
る

規
制

県
屋
外
広
告
物
条
例
で
は
、

❶
良
好
な
景
観
の
形
成
❷
風
致

の
維
持
❸
公
衆
に
対
す
る
危
害
の

防
止
ー
こ
れ
ら
の
目
的
か
ら
、

屋
外
広
告
物
に
対
し
て
規
制
を
行

っ
て
い
ま
す
。

●
禁
止
物
件

次
に
掲
げ
る
物
件
に
は
、
原
則

と
し
て
屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

▼
電
柱
・
街
灯
柱
（
は
り
紙
・
は
り

札
・
立
看
板
な
ど
の
表
示
を
禁
止
）

▼
街
路
樹
▼
信
号
機
▼
道
路
標
識

▼
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
▼
歩
道
橋
▼
道

路
の
分
離
帯
▼
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
▼

に
つ
い
て
は
、
規
制
の
う
ち
一
定

の
事
項
を
適
用
し
な
い
と
す
る
、

『
適
用
除
外
』
を
定
め
て
い
ま
す
。

▼
自
家
広
告
物
：
自
己
の
氏
名
・
店

名
・
事
業
内
容
な
ど
を
、
自
己

の
住
所
・
事
業
所
・
営
業
所
な
ど

に
表
示
す
る
広
告
物
で
、
広
告

物
の
合
計
面
積
が
、
禁
止
地
域

の
場
合
5
㎡
以
下
、
許
可
地
域

の
場
合
10
㎡
以
下
の
も
の
は
許

可
が
不
要

▼
近
隣
店
舗
等
案
内
広
告
：
店
舗

等
が
主
要
な
道
路
に
面
し
て
い

な
い
等
、
案
内
広
告
の
設
置
が

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

広
告
物
で
、
店
舗
か
ら
半
径
10 

km
以
内
の
範
囲
、
か
つ
、
信
号

お
よ
び
道
路
標
識
か
ら
5
m
以

上
離
す
等
の
基
準
を
満
た
す
も

の
は
、
禁
止
地
域
で
も
許
可
を

受
け
て
表
示
が
可
能

―
な
ど

■
広
告
主
・
土
地
所
有
者
な

ど
の
責
務

屋
外
広
告
物
の
広
告
主
・
土
地

の
所
有
者
に
は
、
屋
外
広
告
物
の

法
律
や
条
例
の
規
制
等
に
適
合
し

た
表
示
や
適
正
な
管
理
に
努
め
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

屋
外
広
告
業
の
適
正
な

表
示
の
た
め
に

パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
▼
郵
便
ポ

ス
ト
・
よ
う
壁
・
道
路
の
路
面
ー

な
ど

●
禁
止
地
域

美
し
い
自
然
景
観
や
良
好
な
街

並
み
・
特
に
良
好
な
景
観
の
形
成
や

風
致
の
維
持
が
必
要
な
地
域
・
屋
外

広
告
物
を
表
示
す
る
こ
と
が
好
ま

し
く
な
い
場
所
な
ど
を
禁
止
地
域

に
定
め
て
い
ま
す
。

▼
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
・

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

▼
道
路
・
鉄
道
な
ど
か
ら
展
望
で

き
る
地
域
で
、
敷
地
境
界
か
ら

一
定
の
区
域
❶
首
都
圏
中
央
連

絡
自
動
車
道
：
5
0
0
ｍ
以
内

❷
東
日
本
旅
客
鉄
道
：
1
0
0

ｍ
以
内
、
国
道
1
2
5
号
：
50

ｍ
以
内
、
県
・
町
道
：
5
ｍ
以
内

（
た
だ
し
、
第
一
種
住
居
地
域
・

準
住
居
地
域
・
近
隣
商
業
地
域
・

商
業
地
域
・
準
工
業
地
域
は
禁

止
地
域
か
ら
除
外
、
電
柱
利
用

広
告
は
許
可
を
受
け
て
表
示

可
）❸
信
号
機
ま
た
は
道
路
標

識
か
ら
半
径
10
ｍ
以
内
の
区
域

―
な
ど

●
適
用
除
外

私
た
ち
の
社
会
生
活
を
営
む
う

え
で
最
小
限
必
要
な
広
告
物
な
ど

▼禁止物件の例
これらの物件に、はり紙や立看板などの屋外広告

物を表示することは禁止されています。

許可申請書等は町ホーム
ページからダウンロードで
きます。
▼ホームページ
h t t p : / / w w w . t o w n . a m i .
lg.jp/0000000994.html
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安全な消費生活の推進

消費者コーナー消費者コーナー
『くらしの注意報！　～安全で快適なくらしのために～』

2年度・第2回
9 月は『高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン月間』です

新型コロナウィルス感染症に便乗した悪徳商法等に関する相談が消費生活センターに寄せられました。
どんな内容なのか、事例と対処法を紹介します。

問い合わせ：
▼町消費生活センター☎888ー1871（ファクシミリ兼用／月～金曜日の午前 

9 時～午後 4 時　※土・日・祝日は消費者ホットライン☎188 へ）
ホームページ (http://www.town.ami.lg.jp/soshiki/21-7-0-0-0_1.html)　

送りつけ商法『身に覚えのない商品が送られてきた』送りつけ商法『身に覚えのない商品が送られてきた』

●ケース

自宅のポストに封筒に入ったマスクが届いた。他には何も入っていない。海外から送られたもので、
自分は注文した覚えはない。

●対処法

▼請求書もなく、事前に連絡がなかったなら売買契約は成立していません
▼お金は支払わない、事業者に連絡する必要はありません
▼商品が送られてから、14 日間が経過した時は自由に処分して構いません
（商品が届いた際、スマホ等で写真を撮り証拠として残すといいでしょう）

電話勧誘『電気の契約切り替えトラブル』電話勧誘『電気の契約切り替えトラブル』

●ケース

知らない事業者から電話があり、「今より電気料金が安くなる。検針票を見てほ
しい。」と言われ、聞かれるがまま検針票の内容を伝えた。数日後、封書が届き電
気契約の切り替えの書類だった。先日の電話で契約をしたことになっていた。

●対処法

▼電力の小売全面自由化により、電話勧誘による電気の切り替えに関するトラブルが増えています
▼電力会社等からの電話勧誘を受けたら、事業者名や内容をよく確認して、不要なら断りましょう
▼切り替えに必要な情報は、現在契約している会社が発行する検針票に記載されています。安易に

伝えないようにしましょう

消費者庁イラスト集より▲
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予科練平和記念館だより

予科練平和記念館だより予科練平和記念館だより予科練平和記念館だより
予科練平和記念館ホームページ　http://www.yokaren-heiwa.jp/

予科練平和記念館　☎891ー3344　開館時間：月曜日を除く午前9時～午後5時

大正から昭和初期にかけて、現在の茨城大学農学部、県立医療大学一帯にあった霞ヶ浦海軍航空隊では、 

予科練を卒業して「飛行練習生」となった生徒たちの飛行訓練が行われていました。彼らが最初に搭乗するの

が「九三式中間練習機」です。目立つようにオレンジ色に塗装された布張り

の機体で、馬力はないけれど安定した飛行ができるため操縦の練習には 

もってこいの飛行機でした。

羽根が 2 枚ついた複葉機で、飛んでいる姿が似ていたためか“赤トンボ”

の愛称で親しまれました。

陸上から飛び立つタイプと水上から飛び立つタイプの 2 種類があり、そ

れぞれ霞ヶ浦海軍航空隊と土浦海軍航空隊（現在の陸上自衛隊武器学校一帯）

に配備されていたので、当時の町の人たちはどちらの姿も目にしていたことと思います。

この練習機のモデルとなったのは、1921（大正 10）年に霞ヶ浦飛行場で行われた英国航空教官団による 

講習のために運ばれたイギリスの傑作練習機「アヴロ 504」です。旧日本海軍はこれを基に研究を進め、 

九三式中間練習機を生み出しました。

当機が制式採用された 1933（昭和 8）年度は、神武天皇を紀元とする「皇紀」2593 年にあたるため，名称

に年号の末尾「九三」がついています。また、性能的には、昭和初期に使用していた初歩的な練習機と実戦に

参加する実用機のあいだぐらいだということで、名称に“中間”とつけられました。わかりやすく言えば、 

皇紀 2593 年に海軍デビューした中くらいのスペックの練習用飛行機、ということになるでしょうか。

全長約 8m、全幅約 10m、重さ 1t の機体で、最高速度は時速 213km、約 300 馬力と、採用当初は実用機

訓練の前段階の練習機として申し分ない性能でしたが、太平洋戦争開戦時になると戦闘機の技術開発が進み、

逆に初歩的な練習機としての位置づけになりました。そうして、年々増加する搭乗員の卵たちの訓練に使われ、

終戦までに 5,589 機が生産されました。

時代を通じてほとんどの搭乗員教育にかかわってきた九三式中間練習機でしたが、大戦末期には残念ながら

特攻兵器としても使用されました。出撃した航空機の多くが約 2,000 馬力のところ、その 6 分の一程度の馬力

しかなく、しかも 250 ㎏の爆弾を抱えてやっと離陸できるという状態の練習機での特攻作戦に従事した隊員の

大多数が予科練出身のパイロットであり、圧倒的に不利な条件の中でも戦果を挙げたという事実に、深くこう

べを垂れ、手を合わせたくなります。

九三式中間練習機がたどった軌跡は、予科練生たちと相通じるところが多くあります。皆さんも、もしどこ

かで赤トンボを見かけたら、ぜひ予科練生や当時の町の状況に思いを馳せてみてください。

『“赤トンボ”と霞ヶ浦海軍航空隊』『“赤トンボ”と霞ヶ浦海軍航空隊』

九三式中間練習機九三式中間練習機
  （霞ヶ浦航空隊）  （霞ヶ浦航空隊）

戦後 75 年交流企画『7 つのテーマで知るシベリア抑留　平和祈念展示資料館所蔵資料展』開催戦後 75 年交流企画『7 つのテーマで知るシベリア抑留　平和祈念展示資料館所蔵資料展』開催

▼日時：10 月 4 日（日）まで開催中　※午前 9 時から午後 5 時（最終入館は午後 4 時 30 分）
▼場所：予科練平和記念館 20 世紀ホール　※入場料は予科練平和記念館観覧料に含まれます
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〈広告欄〉

ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

▼
選
考
方
法 

書
面
審
査

▼
応
募
期
間 

9
月
14
日（
月
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

▼
応
募
方
法	

町
健
康
づ
く
り
課

（
総
合
保
健
福
祉
会
館
「
さ
わ
や

か
セ
ン
タ
ー
内
」）
に
備
え
付
け

の
応
募
用
紙
（
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.ibaraki.jp/

hokenfukushi/chiiki/kenko/
genkiupsyou.htm

l

で
も
入
手

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
町

健
康
づ
く
り
課
に
申
し
込
む

❷
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

あ
な
た
や
家
族
が
抱
え
て
い
る
心

の
悩
み
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▼
日
時	

9
月
23
日（
水
）▼
午
後
1

時
〜
2
時
▼
2
時
30
分
〜
3
時
30
分

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
担
当	

精
神
保
健
福
祉
士
・
町
保

健
師

▼
申
込
期
間 

9
月
15
日（
火
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む（
予
約
制
、
予
約

が
な
い
場
合
実
施
し
ま
せ
ん
）　

※
匿
名
で
の
予
約
や
本
人
・
親
族

以
外
の
人
の
相
談
は
不
可

問
❶
❷
健
康
づ
く
り
課（
総
合
保
健

福
祉
会
館
内
）
☎
8
8
8
ー

2
9
4
0
❶
県
健
康
・
地
域
ケ
ア

推
進
課（
健
康
増
進
担
当
）

☎
0
2
9
ー

3
0
1
ー

3
2
2
9

来
年
4
月
に
小
学
校
へ
入
学
予
定

の
お
子
さ
ん
（
平
成
26
年
4
月
2
日

〜
平
成
27
年
4
月
1
日
生
ま
れ
）
を

対
象
に
就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
し

ま
す
。
対
象
者
に
は
、
健
康
診
断
通

知
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
お
住
ま

い
の
地
区
の
小
学
校
で
健
康
診
断
を

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
通
知

書
が
9
月
中
に
届
か
な
い
場
合
は
左

記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
次
の
点
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
お
子
さ
ん
と
会
場
へ
お
入
り
い
た

だ
く
の
は
、
原
則
保
護
者
1
人
ま

で
で
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
必

ず
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い

▼
検
診
当
日
、
お
子
さ
ん
と
保
護
者

の
人
の
体
温
測
定
を
し
て
か
ら
お

越
し
く
だ
さ
い
。
発
熱
等
の
風
邪

の
症
状
が
あ
る
場
合
は
健
診
を
控

え
、
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

▼
手
洗
い
・
手
指
消
毒
・
咳
エ
チ
ケ
ッ

ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

▼
診
察
期
日

❶
阿
見
第
一
小
学
校
区
：
10
月
1
日（
木
）

❷
舟
島
小
学
校
区
：
6
日（
火
）

❸
本
郷
小
学
校
区
：
8
日（
木
）

❹
あ
さ
ひ
小
学
校
区
：
14
日（
水
）

❺
阿
見
第
二
小
学
校
区
：
22
日（
木
）

❻
君
原
小
学
校
区
：
27
日（
火
）

❼
阿
見
小
学
校
区
：
29
日（
木
）

問
学
校
教
育
課
学
務
係
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
3
2
0
）

❶
『
健
康
い
ば
ら
き
21
元
気
ア
ッ

プ
賞
』
募
集

県
で
は
、
日
ご
ろ
か
ら
健
康
づ
く

り
を
実
践
し
て
い
る
人
や
団
体
を『
元

気
ア
ッ
プ
賞
』
と
し
て
表
彰
し
ま
す
。

▼
対
象 

県
内
を
中
心
に
活
動
し
、

自
ら
の
健
康
の
保
持
・
増
進
の
た

め
の
健
康
づ
く
り
を
実
践
し
て
い

る
個
人
・
家
族
ま
た
は
グ
ル
ー
プ

等
で
、
次
の
①
②
の
基
準
に
該

当
す
る
こ
と　

※
過
去
に
『
健
康

い
ば
ら
き
21
元
気
ア
ッ
プ
大
賞
』

を
受
賞
し
て
い
る
人
は
対
象
外
に

な
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い

①
健
康
づ
く
り
の
取
り
組
み
が
次
の

範
囲
で
あ
る
こ
と
：
▼
栄
養
・
食
生

活
▼
身
体
活
動
・
運
動
▼
飲
酒
・

喫
煙
▼
休
養
▼
こ
こ
ろ
の
健
康 

▼
健
康
管
理
▼
歯
と
口
腔
の
健
康

▼
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
な
ど　

※
仕
事
上
の

業
務
・
学
校
の
授
業
の
一
環
と
し

て
実
施
し
て
い
る
も
の
は
対
象
外

②
実
践
が
継
続
的
で
あ
り
、
今
後
も

継
続
の
見
通
し
が
あ
る
こ
と

※
い
ば
ら
き
ヘ
ル
ス
ロ
ー
ド
指
定 

コ
ー
ス
を
歩
い
た
人
を
対
象
と
し

た
「
ヘ
ル
ス
ロ
ー
ド
賞
」
も
あ
り

健
康
づ
く
り
課
か
ら
❶
・
❷

▼
日
時 

9
月
8
日（
火
）午
前
9
時

30
分
か
ら
1
時
間
程
度（
5
分
前

ま
で
に
集
合
・
要
事
前
予
約
）

▼
場
所	

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー（
総
合
保
健
福
祉
会
館
別
館
）

▼
対
象　

同
セ
ン
タ
ー
の
趣
旨
に
賛

同
し
、
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人
（
入

会
承
認
制
）　

※
特
に
女
性
で
施

設
清
掃
、
網
戸
・
障
子
貼
り
、
草

刈
り
、
草
取
り
、
植
木
の
手
入
れ

を
希
望
さ
れ
る
人
歓
迎

問
（
公
社
）
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6

▼
日
時 

9
月
9
日（
水
）・10
日（
木
）・

12
日（
土
）・
14
日（
月
）・
15
日（
火
）

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

※
12
日
は
午
後
3
時
30
分
ま
で

▼
場
所 

い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン

タ
ー
（
水
戸
市
三
の
丸
）

▼
対
象 

35
歳
未
満
の
求
職
者 

※
働
い
て
い
る
人
・
学
生
も
可

▼
募
集
人
数 

8
人（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
方
法 

電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

で
左
記
に
申
し
込
む（
事
前
申
込
）

▼
そ
の
他 

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
可

▼
感
染
症
対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

問
特
定
非
営
利
活
動
法
人
雇
用
人
材
協

会
☎
0
2
9
ー

3
0
0
ー

1
7
3
8

（
平
日
午
前
9
時
〜
午
後
6
時
）

Es-college@
koyou-jinzai.org

『
就
職
カ
レ
ッ
ジ
』
開
催

（
参
加
料
無
料
）

AMIAMI AMIAMI インフォメーション

問問合せ　☎電話番号　■　Fax ファクシミリ　■　HP ホームページ　EE メール

小
学
校
入
学
前
健
診

（
就
学
時
健
康
診
断
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

『
入
会
説
明
会
』
開
催
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AMIAMI AMIAMIインフォメーション

出
完
了
通
知
」
に
記
載
さ
れ
た

ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ

ー
ド
を
利
用
し
て
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
い
て
、

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
か
ら
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
行
う
方

法
で
す
。

「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の
届

出
完
了
通
知
」
の
発
行
は
、
税
務

署
で
税
務
署
職
員
と
対
面
に
よ

る
本
人
確
認
を
行
っ
た
う
え
で

発
行
し
ま
す
の
で
、
運
転
免
許

証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
を
ご

用
意
の
う
え
、
税
務
署
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ｅ
―

Ｔ
Ａ

Ｘ
用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
ご

利
用
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
令

和
2
年
12
月
頃
ま
で
に
取
得
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
に
町
役
場
の
申
告
会

場
で
、
確
定
申
告
を
行
う
際
に

登
録
し
た
Ｉ
Ｄ・パ
ス
ワ
ー
ド
は
、

ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ

ー
ド
に
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
税
務
署
で
再
度
登
録
を
お

願
い
し
ま
す

※
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

カ
ー
ド
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
普
及
す
る
ま

で
の
暫
定
的
な
対
応
で
す

※
す
で
に
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

方
式
」
で
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し

て
い
る
人
も
、
今
回
登
録
い
た

だ
く
こ
と
で
「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
方
式
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す

●
確
定
申
告
の
方
法

自
宅
等
か
ら
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
い
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
、ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ

で
確
定
申
告
書
を
作
成
し
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。
源
泉
徴
収
票

な
ど
の
添
付
書
類
は
提
出
不
要

で
す
。
申
告
書
の
控
え
は
Ｐ
Ｄ

Ｆ
形
式
で
保
存
で
き
ま
す
。（
プ

リ
ン
タ
ー
は
必
須
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）

問
▼
竜
ケ
崎
税
務
署
☎
0
2
9
7
ー

6
6
ー

1
3
0
3
（
自
動

音
声
案
内
）
▼
町
税
務
課

☎
8
8
8
ー

1
1
1
1

（
1
5
1
･
1
5
2
･
1
5
6
）

町
体
育
協
会
か
ら

▼
期
日	

10
月
18
日（
日
）　

※
予
備

日
：
11
月
1
日（
日
）

▼
場
所 
総
合
運
動
公
園
・
県
立 

医
療
大
学
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

▼
募
集
人
数 
▼
一
般
の
部（
男
子

32
組
・
女
子
16
組
）▼
シ
ニ
ア
の

部
男
子
・
女
子
各
16
組（
男
子
・
女

子
と
も
55
歳
以
上
）
　

※
定
員
で

締
切

▼
参
加
料	

1
組
2
0
0
0
円
（
当

日
お
支
払
い
く
だ
さ
い
）

▼
申
込
期
間	

9
月
1
日（
火
）〜
25

日（
金
）ま
で　

※
町
外
在
住
者
は

9
月
7
日（
月
）か
ら
受
付

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出

を
紙
で
は
な
く
、
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ

る
電
子
デ
ー
タ
で
提
出
す
る
こ
と

で
、
国
税
、
地
方
税
の
事
務
経
費

削
減
、
省
力
化
に
繋
が
る
こ
と
か

ら
、
自
宅
等
か
ら
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の

確
定
申
告
書
の
提
出
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
の
簡
便
化

ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
カ
ー
ド
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
な

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
」

に
加
え
、
平
成
31
年
1
月
か
ら
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
が
不
要
で
あ
る

「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
」
の
運

用
も
開
始
さ
れ
、
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
の

利
用
が
簡
便
化
さ
れ
ま
し
た
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い

て
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
経
由
ま
た

は
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
か
ら
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
へ
ロ
グ
イ
ン

す
る
だ
け
で
、
よ
り
簡
単
に
ｅ
―

Ｔ
Ａ
Ｘ
の
利
用
を
開
始
し
、
申

告
等
デ
ー
タ
の
送
信
を
行
う
こ

と
が
可
能
で
す
。

※
事
前
に
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
）
カ
ー
ド
お
よ
び
I
C
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
準
備
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

▼
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の
届

ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）で
確
定
申
告
を
！

▼
申
込
方
法	

メ
ー
ル
で
左
記
に

申
し
込
む　

※
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

に
よ
る
申
し
込
み
は
不
可

▼
そ
の
他	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
開

催
が
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
問
町
体
育
協
会
テ
ニ
ス
部
代
表
加
藤

☎
0
8
0
ー

5
0
8
4
ー

0
7
8
1

Em
ansei99@

jcom
.hom

e.ne.jp

■　HPhttps://am
i-tennis.sakura.

ne.jpヘ
リ
コ
プ
タ
ー
2
〜
3
機
に
よ
る

標
記
訓
練
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時	

9
月
14
日
（
月
）
〜
17
日

（
木
）、
24
日（
木
）、
29
日（
火
）〜

30
日（
水
）、
日
没
か
ら
約
3
時
間

以
内
（
各
機
2
時
間
基
準
）

問
陸
上
自
衛
隊
航
空
学
校
霞
ヶ
浦
校

総
務
課
☎
8
4
2
ー

1
2
1
1

（
3
4
2
4
）

放
送
大
学
で
は
、
令
和
2
年
度
第

2
学
期
生
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
の
詳
細
や
、資
料
の
請
求（
無

料
）
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
募
集
人
数 

9
月
15
日（
火
）
ま
で

問
放
送
大
学
茨
城
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
0
2
9
ー

2
2
8
ー

0
6
8
3

放
送
大
学
生
徒
募
集

（
2
学
期
生
）

町
秋
季
テ
ニ
ス
大
会

（
男
女
ダ
ブ
ル
ス
）
参
加
者
募
集

陸
上
自
衛
隊
霞
ヶ
浦
飛
行
場

『
夜
間
飛
行
訓
練
』



広報あみ　通巻 714 号　発行／阿見町　編集／秘書広聴課　〒 300 ー 0392　茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目 1 番１号　☎ 029 ー 888 ー 1111 20

役場開庁時間（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※日曜開庁あり（『広報あみ』お知らせ版参照）

『広報あみ』は、下記公共施設等にも備えてありますので、
ご利用ください。
▼公共施設：役場 1 階正面玄関・ロビー、役場 2 階秘書広聴 

課、うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、
中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあい 
センター、予科練平和記念館、町民活動センター

▼その他の施設：町内の郵便局、町内の常陽銀行・筑波銀行
の各支店、水戸信用金庫阿見支店、茨城県信用組合阿見支
店、カスミフードスクエア阿見店・荒川本郷店、スーパー
タイヨー阿見店、ランドロームフードマーケット阿見店

●人口と世帯●
▽ 8 月 1 日現在
▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽総務課調べ

●公共機関電話番号●●防災行政無線フリーダイヤル●
防災行政無線で放送された内容は、下記の

フリーダイヤルの電話でも確認することがで
きます。（通話料は無料です）

●定例相談●

阿見消防署管内調べ
出場件数 174 件（1144）

※救急車の適正な利用をお
願いします

急　　病 104 件（ 759）
交通事故 14 件（ 96）
一般負傷 30 件（ 157）
そ の 他 26 件（ 132）
合　　計 174 件（1144）

9 月の納税等
国民健康保険税（3 期）
後期高齢者医療保険料（3 期）
介護保険料（3 期）

納期限 9 月 30 日（水）

10 月の納税等
町・県民税（3 期）
国民健康保険税（4 期）
後期高齢者医療保険料（4 期）
介護保険料（4 期）
納期限 11 月 2 日（月）

救急車出動状況 7 月（年累計）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

●総人口　47,854 人 ( ＋ 37）
●男　性　23,749 人 ( ＋ 24）
●女　性　24,105 人 ( ＋ 13）
●世帯数　20,197 世帯 ( ＋ 46）

●あみメール登録お願いします●
ス マ ー ト フ ォ ン・携 帯 電 話 で
t-ami@sg-m.jp宛てに空メール
を送信するか、または左記二次元
コードを読み取り、専用サイトに
アクセスして登録してください。▲二次元コード

0120-131-813

行政相談
日　　時 9 月 3 日（木）　午前 10 時～午後 3 時
場　　所 役場 3 階 306 会議室
問い合わせ 総務課☎ 888 ー 1111
子育て相談
電話・来所相談 月～金曜日 午前 9 時～午後 4 時
場　　所 中郷保育所内
訪問相談　随時受付
問い合わせ 地域子育て支援センター☎ 891 ー 2772
教育相談
日　　時 月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時
場　　所 図書館となり
問い合わせ 教育相談センター（やすらぎの園）☎ 888 ー 1225
心配ごと相談
日　　時 水曜日 午後 1 時～ 4 時
弁護士相談 月 1 回午後 1 時～ 3 時 30 分　
　　　　　※弁護士相談は毎週水曜日の心配ごと相談に

　て要予約
場　　所 総合保健福祉会館『さわやかセンター』相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887 ー 0084
高齢者総合相談
日　　時 月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
場　　所 町社会福祉協議会内
問い合わせ  町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談
日　　時 月～金曜日　午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時
場　　所 役場 1 階町消費生活センタ−
問い合わせ 町消費生活センタ−☎ 888ー1871
交通事故相談
期　　日 月・水～金曜日（火曜日は閉庁）
時　　間 午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時 45 分
弁護士相談 第 3 水曜日　午後 1 時～ 4 時　※要予約
場　　所 県土浦合同庁舎
問い合わせ 県南地方交通事故相談所☎ 823 ー 1123

うずら出張所 
☎ 841 ー 1167
健康づくり課 
☎ 888 ー 2940
福祉センターまほろば 
☎ 887 ー 3969
地域子育て支援センター 
☎ 891 ー 2772
阿見消防署 
☎ 887 ー 0119
火災情報案内 
☎ 0297 ー 64 ー 0119
上下水道課 
☎ 889 ー 5151
霞クリーンセンター 
☎ 889 ー 0091
中央公民館 
☎ 888 ー 2526
君原公民館 
☎ 889 ー 1363
かすみ公民館 
☎ 888 ー 8111

本郷ふれあいセンター 
☎ 830 ー 5100
舟島ふれあいセンター 
☎ 840 ー 2761
図書館 
☎ 887 ー 6331
予科練平和記念館 
☎ 891 ー 3344
総合運動公園 
☎ 889 ー 2788
教育相談センター 
☎ 888 ー 1225
町民活動センター 
☎ 888 ー 2051
町男女共同参画センター 
☎ 896 ー 3181
消費生活センター 
☎ 888 ー 1871
町民ダイヤル（休日当番医・
定例相談等のテレホンサー
ビス）☎ 887 ー 6600


